
町からのお知らせ

国
民
年
金
保
険
料
を
２
年
度
分
ま
と
め
て
納
め
る

「
２
年
前
納
」
の
ご
案
内

■�

１
万
５
千
円
ほ
ど
お
得
な
制
度
で
す

　
国
民
年
金
保
険
料
の
「
２
年
前
納
」
を
ご

利
用
い
た
だ
く
と
、
毎
月
納
付
す
る
場
合
に

比
べ
て
、
２
年
間
で
１
万
５
千
円
程
度
の
割

引
と
な
り
ま
す
。
前
納
は
、
口
座
振
替
、
ク

レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
、
現
金
に
よ
る
納
付
が
可

能
で
す
。

　
「
２
年
前
納
」
で
納
付
す
る
た
め
に
は
、

次
の
と
お
り
手
続
き
が
必
要
で
す
。

●
口
座
振
替
の
場
合

　
申
出
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
預
貯
金

口
座
を
お
持
ち
の
金
融
機
関
ま
た
は
年
金
事

務
所
に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。
郵
送
に
て
年
金

事
務
所
へ
提
出
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

　
口
座
振
替
の
お
申
し
込
み
に
は
、
金
融
機

関
届
出
印
の
押
印
と
基
礎
年
金
番
号
の
記
入

が
必
要
で
す
。
基
礎
年
金
番
号
は
、
年
金
手

帳
や
納
付
書
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
経
由
し
、「
ね
ん
き

ん
ネ
ッ
ト
」
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
で
も
手
続
き

が
可
能
で
す
。

※
口
座
振
替
に
よ
る
「
２
年
前
納
」
を
一
度

　
申
し
込
み
す
る
と
、
辞
退
の
申
し
出
が
な

　
い
限
り
、
次
回
以
降
も
自
動
的
に
２
年
分

　
の
保
険
料
が
口
座
振
替
さ
れ
ま
す
。

●
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
の
場
合

　
申
出
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
年
金
事

務
所
（
郵
送
可
）
に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

※
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
に
よ
る
「
２
年

　
前
納
」
を
一
度
申
し
込
み
す
る
と
、
辞
退

　
の
申
し
出
が
な
い
限
り
、
次
回
以
降
も
自

　
動
的
に
２
年
分
の
保
険
料
が
立
替
納
付
さ

　
れ
ま
す
。

●
現
金
納
付
の
場
合

　
毎
年
２
月
１
日
か
ら
事
前
に
申
出
書
を
受

け
付
け
て
い
ま
す
。
ご
希
望
の
場
合
は
、
年

金
事
務
所
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。
申
出
書

は
、
３
月
末
ま
で
に
年
金
事
務
所
へ
ご
提
出

く
だ
さ
い
。

※
現
金
に
よ
る
「
２
年
前
納
」
は
、
毎
回
の

　
申
し
出
が
必
要
で
す
。
２
年
ご
と
に
自
動

　
的
に
次
回
以
降
の
２
年
前
納
用
の
納
付
書

　
が
届
く
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
ご

　
注
意
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、
日
本
年
金
機

構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
熊
本
東
年
金
事
務
所

　
☎
０
９
６
‐
３
６
７
‐
８
１
４
４

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
は
収
入
が
な
く
て
も

申
告
が
必
要
で
す

　
国
民
健
康
保
険
は
、
所
得
に
よ
っ
て
国
民

健
康
保
険
税
の
金
額
や
医
療
費
の
自
己
負
担

限
度
額
な
ど
を
算
出
し
ま
す
。

　

国
保
被
保
険
者
で
前
年
中
（
１
月
～
12

月
）
の
収
入
が
な
い
人
や
収
入
が
障
害
年

金
・
遺
族
年
金
の
み
の
人
も
、
必
ず
申
告
を

お
願
い
し
ま
す
。

■
申
告
を
し
な
い
と
国
保
税
の
軽
減
な
ど

　
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん

　
国
民
健
康
保
険
に
は
、
所
得
額
が
一
定
以

下
の
場
合
、
国
民
健
康
保
険
税
が
軽
減
さ
れ

る
措
置
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
申
告
を
し

な
い
と
こ
の
軽
減
措
置
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
医
療
費
の
自
己
負
担
限
度
額
判
定

も
、
所
得
額
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
の
で
、

収
入
が
な
く
て
も
申
告
を
し
な
い
と
医
療
機

関
で
の
窓
口
負
担
が
高
額
に
な
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

■
「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」
が
確
定
申
告

　
に
使
用
で
き
ま
す

　
町
か
ら
国
保
被
保
険
者
の
皆
さ
ん
へ
送
付

し
て
い
る
「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」
は
、
確

定
申
告
の
医
療
費
控
除
の
手
続
き
で
医
療
費

の
明
細
書
と
し
て
使
用
で
き
ま
す
。

　

医
療
費
控
除
の
計
算
は
、「
お
知
ら
せ
」

の
「
患
者
負
担
額
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
自

己
負
担
相
当
額
を
基
に
行
い
ま
す
。「
お
知

ら
せ
」
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
る

場
合
や
、
実
際
に
負
担
し
た
額
が
異
な
る
場

合
は
、「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」
を
自
身

で
作
成
し
て
申
告
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
11
～
12
月
診
療
分
の
「
お
知
ら
せ
」
は
５

月
に
配
布
し
ま
す
。
２
月
中
旬
か
ら
始
ま
る

確
定
申
告
で
は
、
11
～
12
月
診
療
分
の
領
収

証
が
必
要
で
す
の
で
保
管
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
医
療
費
控
除
の
申
告
に
関
す
る
注
意
点
な

　
ど
は
、
国
税
庁
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご

　
覧
に
な
る
か
、
熊
本
東
税
務
署
ま
た
は
町

　
税
務
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
期
間
内
に
申
告
を
し
ま
し
ょ
う

　

町
で
の
申
告
受
付
期
間
は
、
２
月
13
日

（
金
）
か
ら
３
月
13
日
（
金
）
ま
で
で
す
。

期
間
内
に
申
告
す
る
こ
と
が
国
民
健
康
保
険

の
適
正
運
営
に
つ
な
が
り
ま
す
。
皆
さ
ん
の

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
町
住
民
生
活
課

　
☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
３

　
（
内
線
１
０
８
）
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税の申告
２月13日（金）▶  ３月13日（金）

■町の申告相談日程

月　日 行政区名 税理士

２
月

13 金 浅井・上早川４区・５区 不在
16 月 中横田・上早川３区 〇
17 火 下横田・上早川１区・２区 〇
18 水 中早川・早川・北早川 〇
19 木 辺場・古閑・八丁・吉田 〇
20 金 山出・芝原 〇
24 火 糸田・麻生原 〇
25 水 津志田・田原 〇
26 木 船津・世持 〇
27 金 中山・上田口 〇

３
月

2 月 和田内・府領・北原 〇
3 火 南三箇・下田口 〇
4 水 宮内地区全域（広瀬～上揚） 〇
5 木 大町・横田 〇
６ 金 上豊内・下豊内 〇
９ 月 岩下１区・緑町 不在
10 火 西寒野・有安 不在
11 水 仁田子 不在
12 木 東寒野・岩下２区 不在
13 金 上記の日に来れない人 不在

対象 必要書類

全員
マイナンバーカードまたは個人
番号通知カード、運転免許証や
保険証など本人確認書類

給与・年金所得 源泉徴収票（原本）
事業所得

（営業・農業・不動産）
作成した収支内訳書
取りまとめた領収証、帳簿

一時所得、雑所得 収入・経費が分かる書類
社会保険料控除
生命保険料控除
寄付金控除など

それぞれの控除証明書など

医療費控除 作成した医療費控除の明細書
障害者控除 身体障害者手帳、療育手帳など
所得税の還付や
所得税の口座振替 本人名義の通帳や通帳印

■申告に必要なもの

■熊本東税務署の確定申告日程

　町では、次の日程で申告相談を行います。
　申告会場内の混雑緩和対策として、会場への入場
人数を制限します。午前中の受付は「入場整理券」
を配付された40人程度とします。
　なお整理券配付の際は、先着の20人程度を目安
として割り当て行政区の人を優先して受け付けます。
皆様のご協力をお願いします。

【会場】　熊本東税務署（熊本市東区東町3-2-53）
【期間】　２月16日（月）～３月16日（月）
　　　※３月１日（日）のみ休日受付を行います。

【受付時間】　午前９時～午後３時
【事前作成会】
　事前申告相談会（予約制）が２月５日（木）～13
日（金）に開催されます。

【お問い合わせ先】
熊本東税務署　☎096-369-5566

※町では、３月16日（月）の申告相談は開催しません
　ので、日程をよくご確認ください。
※申告の内容によっては、熊本東税務署の確定申告会
　場をご案内する場合があります。ご了承ください。
※詳しくは、別途、全戸配布した申告相談のチラシを
　十分にご確認ください。

　申告相談には、次のものを必ず持って来てくださ
い。書類がなかったり、帳簿や収支の記載ができて
いなかったりした場合は、後日あらためて申告に来
ていただかなければなりません。

※別世帯の人の申告を代理でする場合は、委任状が必要です。
※これらのほかにも書類などが必要になる場合もあります。

▶お問い合わせ先
　町税務課☎096-234-1115
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